
　平成２２年度税制改正により，従来連結納税

の適用を見送る大きな要因のひとつとされて

いた「連結納税開始時・加入時における繰越

欠損金の持込制限」について，その取扱いが

見直された。また，新たに導入されたグルー

プ法人税制により，単体納税においても連結

納税と共通する取扱いが設けられたことから，

連結納税適用によるグループ内の損益通算メ

リットを享受するために今後数多くの企業が

連結納税の適用を検討していくものと思われ

る。

　したがって，本稿においては従来連結納税

適用の際のデメリットとされてきた連結納税

開始時・加入時における繰越欠損金の持込制

限について，税制改正の内容を整理すること

とする。

　連結子法人となる法人の繰越欠損金につい

て，税制改正前の取扱いにおいては連結納税

開始前・加入前の繰越欠損金は，原則として

連結納税へ持ち込むことが認められず全額切

り捨てられていた。

　例外的に連結納税への持込みが認められて

いたのは一定の株式移転による株式移転完全

子法人が有する繰越欠損金についてのみであ

り，「みなし連結欠損金」として連結納税開

始前・加入前の繰越欠損金を連結納税へ持ち

込むことが認められていた欠損金は，以下の

とおりである（旧法法８１の９②）。

　したがって，繰越欠損金を抱える１００％子

会社を有する企業グループにおいては，連結

納税開始に伴い子会社の繰越欠損金が切り捨

てられることがネックになり，連結納税適用

を妨げる要因のひとつになっていたと考えら

れる。
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連結納税開始時・加入時における
繰越欠損金の持込制限の緩和

グループ法人税制で変化する
連結納税のメリット・デメリット特集Ⅱ

は じ め に

１　税制改正前におけ
　る繰越欠損金の持込
　制限の内容

①　連結親法人の最初連結親法人事業年

度開始の日前７年以内に開始した各事

業年度において生じた欠損金額

②　最初連結親法人事業年度開始の日の

５年前の日からその開始の日までの間

に行われた株式移転に係る株式移転完

全子法人＊のその開始の日前７年以内

に開始した各事業年度または各連結事

業年度において生じた欠損金額または



�　みなし連結欠損金の範囲の　

拡大

　平成２２年度税制改正によりみなし連結欠損

金の範囲が拡大され，以下の繰越欠損金を新

たにみなし連結欠損金に含めることとされた

（法法８１の９②）。みなし連結欠損金の範囲

が広がったことで税制改正前においては連結

納税開始・加入に伴い切り捨てられていた繰

越欠損金を連結納税へ持ち込むことが可能に

なっている。

�　特定連結欠損金

　みなし連結欠損金の範囲の拡大とともに，

新たに特定連結欠損金という概念が設けられ，

上記２�①～③のみなし連結欠損金及び連結

親法人を合併法人とし連結完全支配関係がな

い法人を被合併法人とする適格合併が行われ

た場合のみなし連結欠損金を特定連結欠損金

とすることとされた（法法８１の９③）。これ

らの改正後の連結欠損金の範囲のイメージは

以下のとおりである。
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　連結欠損金個別帰属額
　＊　その発行済株式の全部が株式移転によ

り設立された株式移転完全親法人によっ

て株式移転の日からその開始の日まで継

続して保有されているものに限るものと

し，株式移転の直前に株式移転完全子法

人の発行済株式の総数の１００分の５０を超

える数の株式を他の法人に保有される場

合を除く。

③　連結親法人が完全支配関係がない法

人との間で連結親法人を合併法人等と

する適格合併等を行った場合における

被合併法人等のその適格合併等の日前

７年以内に開始した各事業年度または

各連結事業年度において生じた欠損金

額または連結欠損金個別帰属額

２　繰越欠損金の持込
　制限に関する税制改
　正

①　特定連結子法人＊の最初連結事業年

度開始の日前７年以内に開始した各事

業年度または各連結事業年度において

生じた欠損金額または連結欠損金個別

帰属額
　＊　下記３「特定連結子法人」参照

②　連結子法人を合併法人とする適格合

　併（被合併法人が連結親法人との間に

連結完全支配関係がない法人として一

定のものである場合に限る）が行われ

た場合に，その被合併法人の適格合併

の日前７年以内に開始した各事業年度

または各連結事業年度において生じた

欠損金額または連結欠損金個別帰属額

③　連結親法人との間に完全支配関係が

ある他の内国法人で連結親法人または

連結子法人が発行済株式の全部または

一部を有するものの残余財産が確定し

た場合に，その他の内国法人の残余財

産確定の日の翌日前７年以内に開始し

た各事業年度または各連結事業年度に

おいて生じた欠損金額または連結欠損

金個別帰属額

※　連結完全支配関係とは連結親法人と連結子

法人との間の完全支配関係または連結親法人

との間に完全支配関係がある連結子法人相互

の関係をいう（法法２十二の七の五）。

※　完全支配関係とは，一方が他方の発行済株

式等（自己株式を除く）の全部を直接若しく

は間接に保有する関係または同一の者に発行

済株式等の全部を直接若しくは間接に保有さ

れている法人相互の関係をいう。

　　なお，発行済株式のうちに民法上の組合に

よる従業員持株会やストックオプションの行

使により保有される株式で，その合計が発行

済株式総数の５％に満たないものがある場合

はこれらを発行済株式から除いて判定する

（法法２十二の七の六，法令４の２②）。



　連結欠損金のうち特定連結欠損金は，その

欠損金を有する各連結法人の個別所得金額に

達するまでの金額の合計額（連結所得金額を

限度）を連結所得金額から控除することがで

きるとされている（法法８１の９①）。特定連

結欠損金を連結納税グループの他の法人の所

得と通算することはできず，あくまで単体納

税と同様に自社の所得の範囲内で使用するこ

ととなる。

（適用時期）

　上記��の取扱いは連結承認日（連結納税

の承認の効力が生じた日）の属する連結親法

人事業年度開始の日が平成２２年４月１日以後

である場合に適用することとされている（改

正法附則２６②）。

�　連結欠損金の控除順序

　特定連結欠損金が設けられたことから，今

後連結欠損金については特定連結欠損金と特

定連結欠損金以外の連結欠損金が認識される

こととなる。

　特定連結欠損金についてはその欠損金を有

する連結子法人の個別所得金額に達するまで

の金額しか使用することができないため，連

結欠損金を使用する際には特定連結欠損金の

使用額と特定連結欠損金以外の連結欠損金の

使用額とを区分して管理する必要がある。連

結所得が発生した場合に使用する連結欠損金

はその生じた連結事業年度の古いものから順

次控除することを基本とする点は税制改正前

と同様であるが，同一の事業年度において生

じた繰越欠損金のうちに特定連結欠損金と特

定連結欠損金以外の連結欠損金とがある場合

には，まず特定連結欠損金を優先的に控除し，

その後特定連結欠損金以外の連結欠損金を控

除することとされている（法法８１の９①）。

（適用時期）

　本取扱いは連結親法人事業年度が平成２２年

４月１日以後に開始する場合に適用すること

とされており，同日前に開始する連結親法人

事業年度については従前の取扱いによること

となる（改正法附則２６①）。

�　みなし連結欠損金の帰属事業

年度

　上記図－１のみなし連結欠損金が生じたと

みなされる連結事業年度は次のとおりとされ

ている（法法８１の９②，法令１５５の１９①）。

141Z E I K E I T S U S H I N   ’10 . 8

特集Ⅱ＝グループ法人税制で変化する　連結納税のメリット・デメリット／２

図－１　連結欠損金の範囲

○連結親法人の各連結事業年度開始の日前７年以内に開始した連結事業年度において生じた連
結欠損金額

○連結親法人および連結親法人同等法人＊の最初連結事業年度開始の日前７年以内に開始した
事業年度において生じた欠損金額①

○特定連結子法人（連結親法人同等法人を除く）の最初連結事業年度開始の日前７年以内に開
始した事業年度において生じた欠損金額または連結欠損金個別帰属額②
○連結親法人または連結子法人を合併法人，連結完全支配関係がない法人を被合併法人とする
適格合併により引き継いだ欠損金額または連結欠損金個別帰属額③
○連結親法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の残余財産が確定し，連結親法人また
は連結子法人が引き継いだ欠損金額または連結欠損金個別帰属額④

＊４�「株式移転後に連結納税を開始する場合の繰越欠損金への影響」参照

連結欠損金

みなし連結欠損金

特定連結欠損金



　特定連結欠損金として繰越欠損金を連結納

税へ持ち込むことが可能になった「特定連結

子法人」とは具体的には次の法人とされてい

る（法法８１の９②一，法法６１の１１①，法法６１

の１２①）。

＜連結納税開始時に特定連結子法人となる法人＞
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連結親法人：
　その欠損金額の生じた事業年

度を連結事業年度とみなした場

合のその連結事業年度

特定連結子法人：
　その欠損金額または連結欠損

金個別帰属額の生じた特定連結

子法人の事業年度または旧連結

事業年度＊開始の日の属する連

結親法人の事業年度に対応する

期間を連結事業年度とみなした

場合におけるその連結事業年度

＊　最初連結事業年度開始の日

前７年以内に開始した特定連

結子法人の各連結事業年度

図－１①②の

欠損金額また

は連結欠損金

個別帰属額

　その欠損金額または連結欠損

金個別帰属額の生じた被合併法

人または他の内国法人の事業年

度または旧連結事業年度＊開始

の日の属する連結親法人の連結

事業年度。ただし次の場合には

次の連結事業年度

�　その開始の日が連結親法人

の最初連結事業年度前である

場合

　　その開始の日の属する連結

親法人の事業年度に対応する

期間を連結事業年度とみなし

た場合におけるその連結事業

年度

�　連結親法人の適格合併の日

の属する連結事業年度または

残余財産の確定の日の翌日の

属する連結事業年度開始の日

以後に開始した被合併法人ま

たは他の内国法人の事業年度

または旧連結事業年度＊に生

じた欠損金額または連結欠損

金個別帰属額である場合

　　その適格合併の日の属する

連結事業年度または残余財産

の確定の日の翌日の属する連

結事業年度の前連結事業年度

　＊　被合併法人または他の内

国法人のその適格合併の日

前７年以内に開始し，また

は残余財産の確定の日の翌

日前７年以内に開始した各

連結事業年度

図－１③④の

欠損金額また

は連結欠損金

個別帰属額

３　特定連結子法人

要件（複数の記載がある場合は
　すべて満たすこと）

対象となる
子法人　　

・　連結親法人が最初連結親法

人事業年度開始の日の５年前

の日からその開始の日までの

間に株式移転により設立され

た法人であること

・　その株式移転の日からその

開始の日まで継続して連結親

法人とその株式移転に係る株

式移転完全子法人であった法

人との間に連結親法人による

完全支配関係があること

株式移転完全

子法人

・　最初連結親法人事業年度開

始の日の５年前の日からその

開始の日まで継続して連結親

法人による完全支配関係があ

ること

長期保有子法

人

・　連結親法人または連結親法

人との間に完全支配関係があ

る法人が，最初連結親法人事

業年度開始の日の５年前の日

からその開始の日までの間に，

連結親法人による完全支配関

係がある法人として設立され

たものであること

・　その設立日からその開始の

日まで継続して連結親法人に

よる完全支配関係があること

完全支配関係

のある法人に

より設立され

た子法人

・　連結親法人または連結親法

人との間に完全支配関係があ

る法人を株式交換完全親法人

とする適格株式交換が最初連

結親法人事業年度開始の日の

５年前の日からその開始の日

までに行われていること

・　その株式交換の日からその

株式交換完全

子法人



＜連結納税加入時に特定連結子法人となる法人＞
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４　繰越欠損金の連結
　納税への持込みに関
　する税制改正の影響

　開始の日まで継続して連結親

法人とその適格株式交換に係

る完全子法人であった法人と

の間に連結親法人による完全

支配関係があること

・　連結親法人が最初連結親法

人事業年度開始の日の５年前

の日からその開始の日までの

間に適格合併，適格株式交換

または適格株式移転（「適格

合併等」）により完全支配関

係を有することとなった法人

であること

・　その５年前の日（５年内に

設立された法人の場合は設立

日）からその適格合併の日の

前日，その株式交換の日，そ

の株式移転の日まで継続して

その適格合併等に係る被合併

法人，株式交換完全子法人，

株式移転完全子法人（「被合

併法人等」）との間にその被

合併法人等による完全支配関

係があった法人であること

・　その適格合併等の日からそ

の開始の日まで継続して連結

親法人による完全支配関係が

ある法人であること

被合併法人等

の長期保有子

法人・被合併

法人等により

設立された子

法人

・　最初連結事業年度開始の日

の５年前の日からその開始の

日までの間に会社法に規定す

る単元未満株式の買取り等に

より連結親法人と完全支配関

係を有することになった法人

であること

・　その有することとなった日

からその開始の日まで継続し

て連結親法人による完全支配

関係があること

単元未満株式

の買取等によ

る子法人

・　連結親法人または連結子法

人が適格株式交換により発行

済株式の全部を有することに

なった法人であること

株式交換完全

子法人

・　連結親法人が行った適格合

併，適格株式交換（「適格合

併等」という）により連結親

法人との間に完全支配関係を

有することになった法人であ

ること

・　適格合併等の日の５年前の

日（５年内に設立された法人

の場合は設立日）から適格合

併等の日の前日まで，適格合

併等に係る被合併法人，株式

交換完全子法人による完全支

配関係があった法人であるこ

と

被合併法人等

の長期保有子

法人・被合併

法人等により

設立された子

法人

・　会社法に規定する単元未満

株式の買取り等により連結親

法人と完全支配関係を有する

ことになった法人であること

単元未満株式

の買取等によ

る子法人

要件（複数の記載がある場合は
　すべて満たすこと）

対象となる
子法人　　

・　連結親法人または連結子法

人がその連結親法人または連

結子法人による完全支配関係

がある法人として設立された

ものであること

完全支配関係

のある法人に

より設立され

た子法人

【設　例】

　Ｐ社は来年度からの連結納税適用を検

討している。Ｐ社グループには繰越欠損

金を有する１００％子会社が４社あり，各

社が１００％子会社となった時期・経緯は

下記に示す前提のとおりである。

　この場合，Ｐ社を連結親法人とする連

結納税を適用した際に子会社各社の繰越

欠損金は連結納税適用後も使用すること

ができるか。

【前　提】

　Ｓ１社・Ｓ２社は株式取得により１００

�　連結納税の開始時期による繰

越欠損金への影響�



　連結納税の適用にあたり連結親法人となる

法人の１００％子会社については，その１００％子

会社となった時期や経緯に応じてその子法人

が有する繰越欠損金の取扱いが異なる場合が

ある。

　【設例】のように繰越欠損金を有する４社

を連結子法人として連結納税を開始する場合，

これら子法人が有する繰越欠損金の取扱いを

確認しておく必要がある。連結子法人となる

法人が有する繰越欠損金が図－１に示したみ

なし連結欠損金に該当する場合には，連結納

税への持込みが認められることになるが，該

当しない場合にはその繰越欠損金は全額切り

捨てられることとなる。

　ここでＳ２社は連結納税開始時に５年超継

続してＰ社に１００％保有されていることから，

Ｓ２社は特定連結子法人に該当し，繰越欠損

金は特定連結欠損金として連結納税への持込

みが可能となる。

　また，Ｓ３社はＰ社が１００％保有してから

５年を経過していないが，Ｐ社の１００％出資

により設立された後，設立日から継続してＰ

社による完全支配関係が継続していることか

ら特定連結子法人に該当し，繰越欠損金を特

定連結欠損金額として連結納税へ持ち込むこ

とが可能であり，Ｓ４社も連結納税開始前５

年内に行われた適格株式交換の後，Ｐ社によ

る完全支配関係が継続していることから特定

連結子法人に該当し，繰越欠損金は特定連結

欠損金として連結納税へ持ち込むことが可能

である。

　一方，Ｓ１社については連結納税開始時点

でＰ社による完全支配関係が生じてから５年

以上経過しておらず，特定連結子法人に該当

するための要件のいずれにも該当しないこと

から，繰越欠損金を連結納税へ持ち込むこと

はできず，繰越欠損金は連結納税開始ととも

に全額切り捨てられることになる。

　なお，Ｓ１社が特定連結子法人に該当しな

い場合には，その繰越欠損金が切り捨てられ

るだけでなく，連結納税開始に伴いＳ１社の

保有資産について時価評価が必要となるため，

含み益資産を有する場合には連結納税開始に

伴ってＳ１社で課税が生じる可能性がある。

ただし，含み益と繰越欠損金との通算により
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％子会社化した法人である。Ｓ１社は２

年前に，Ｓ２社は１０年以上前に発行済株

式の全部を取得している。Ｓ３社はＰ社

が２年前に設立した１００％子会社であり

設立後現在まで継続して全株式を保有し

ている。Ｓ４社は２年前に適格株式交換

により１００％子会社化した法人であり株

P社

S1社

連結納税グループ

S2社

100%

株式保有期間：5年内 株式保有期間：5年超

欠損金消滅
欠損金持込
可能

S3社

株式保有期間：5年内
（P社が設立し継続保有）

欠損金持込
可能

S4社

株式保有期間：5年内
（適格株式交換により子会社化）

欠損金持込
可能

欠損金欠損金欠損金欠損金

式交換後継続して全株式を保有している

（下記図に記載）。



繰越欠損金を使用し，保有資産の税務上の簿

価が引き上げられることにより，その後の資

産の売却や償却においてメリットが生じる

ケースも考えられるため，繰越欠損金の切捨

てが必ずしもデメリットにならない場合もあ

ることに留意が必要である。

�　連結納税の開始時期による繰

越欠損金への影響�

　Ｓ社の繰越欠損金の使用可能性について留

意が必要である。

　仮にＸ１年から連結納税を開始する場合，

Ｘ１年のＰ社の所得金額とＳ社の所得金額と

を合算した連結納税グループ全体の所得金額

は△１５０となる。

　Ｓ社が有する特定連結欠損金（△３００）は

Ｓ社の個別所得金額（２００）に達するまでの

金額に対し使用することが可能であるが，連

結所得金額が限度とされていることから（法

法８１の９①），連結所得金額が△１５０となるＸ

１年はＳ社の繰越欠損金を使用することがで

きない。

　また，Ｘ２年においても連結所得金額が△

２００となることから，Ｘ１年と同様にＳ社の

繰越欠損金を使用することができない。

　その結果，Ｓ社の繰越欠損金３００について

は連結納税に持ち込むことは可能だったもの

の，使用できないままその繰越期限を迎えて

全額消滅することになる。
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特集Ⅱ＝グループ法人税制で変化する　連結納税のメリット・デメリット／２

【設　例】

　Ｐ社は連結納税の適用を検討している。Ｐ社の１００％子会社として繰越欠損金を有するＳ社

があるが，平成２２年度の税制改正によりＳ社の繰越欠損金は特定連結欠損金として連結納税

への持込みが可能になったことから，連結納税へのデメリットはなくなったと考え，来年度

（Ｘ１年）から連結納税を開始しようと考えている。

　Ｐ社・Ｓ社の将来の課税所得の発生見込は下図のとおりだが，Ｘ１年から連結納税を開始

することに問題はないか。

Ｘ６年Ｘ５年Ｘ４年Ｘ３年Ｘ２年Ｘ１年
繰越欠損金
残高

△１００△１００△１００△１００△３００△３５００Ｐ社

５００５００４００３００１００２００△３００Ｓ社

※　Ｓ社繰越欠損金（△３００）はＸ２年に繰越期限を迎える。



＜Ｘ１年から連結納税を開始するケース＞

　一方，仮にＸ１年から連結納税を開始せず，

単体納税のままでいた場合には，Ｓ社の繰越

欠損金はＸ１年，Ｘ２年に発生するＳ社課税

所得と通算することができ，繰越期限前に全

額を使用することが可能になる。

　また，Ｘ２年までの間にＰ社で発生する欠

損金（Ｘ１年△３５０，Ｘ２年△３００）は繰越欠

損金として７年間繰越すことが可能であるた

め，Ｘ３年から連結納税を開始することでＰ

社繰越欠損金をＳ社課税所得と通算すること

が可能になり欠損金を有効活用することがで

きる。

＜Ｘ３年から連結納税を開始するケース＞

　上記【設例】のように，その適用のタイミ

ングを誤ると結果的に繰越欠損金を切り捨て

られたのと同様の結果になってしまうケース

も生じることから，連結納税の適用にあたっ

てはその実施の有無だけでなく，適用するタ

イミングについても慎重に検討を行った上で
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Ｘ６年
（連結）

Ｘ５年
（連結）

Ｘ４年
（連結）

Ｘ３年
（連結）

Ｘ２年
（連結）

Ｘ１年
（連結）

繰越欠損金
残高

△１００△１００△１００△１００△３００△３５００Ｐ社

５００５００４００３００１００２００△３００Ｓ社

４００４００３００２００△２００△１５０合算所得

００００００
Ｓ社欠損金
使用可能額

００△１５０△２００００
Ｐ社欠損金
使用可能額

４００４００１５００△２００△１５０合計所得金額

１２０１２０４５０００法人税額（３０％）

連結所得がマイナスとなり，
Ｘ１年・Ｘ２年にＳ社欠損金
を使用できない。

Ｘ６年
（連結）

Ｘ５年
（連結）

Ｘ４年
（連結）

Ｘ３年
（連結）

Ｘ２年
（単体）

Ｘ１年
（単体）

繰越欠損金
残高

△１００△１００△１００△１００△３００△３５００Ｐ社

５００５００４００３００１００２００△３００Ｓ社

４００４００３００２００△２００△１５０合算所得

００００△１００△２００
Ｓ社欠損金
使用可能額

０△１５０△３００△２００００
Ｐ社欠損金
使用可能額

４００２５０００△３００△３５０合計所得金額

１２０７５００００法人税額（３０％）

Ｓ社欠損金を使い切ったうえで
Ｐ社欠損金を使用。



判断すべきである。

　連結納税を適用している法人が行う企業買

収について，その手法によっては被買収会社

の有する繰越欠損金の取扱いに影響を及ぼす

可能性があるため留意が必要である。

　上の図に示すとおり，Ｐ社が株式取得によ

りＳ社を１００％子会社とする場合，Ｓ社は特定

連結子法人に該当しないことから連結納税加

入に伴いその有する繰越欠損金の全額が切り

捨てられることになるが，これを株式取得で

はなく適格株式交換により１００％子会社にす

る場合にはＳ社は特定連結子法人に該当し，

Ｓ社の繰越欠損金は特定連結欠損金として連

結納税加入後にＳ社で生じる所得の範囲内で

使用することが可能になる。

　また，株式交換完全子法人として特定連結

子法人に該当する場合，連結納税加入に伴う

保有資産の時価評価課税も適用対象外になる

が，一方，株式取得による場合には，時価評

価課税の対象になるためいずれの手法を選択

するかにより連結納税加入の際の課税関係は

大きく変わることになる（法法６１の１２①）。

　本【設例】のとおり，連結納税適用後に行

う組織再編の手法が被買収会社の課税関係に

大きく影響を及ぼすケースが想定されるため，

組織再編取引を行う場合にはその取引形態が

連結納税に与える影響についても視野に入れ

たスキーム構築を検討する必要があると考え

られる。

　なお，本【設例】は連結納税適用後に買収

を行うケースを想定したものであるが，連結

納税開始前に買収を行う場合においてもその

子会社化の手法により繰越欠損金の取扱いに

差異が生じることになる。

　上記�の【設例】に示したとおり，連結納

税開始前５年内に行われた株式取得による

１００％子会社については，連結納税開始に伴

いその子会社の繰越欠損金の全額が切り捨て

られることになるが，適格株式交換による場

合には特定連結欠損金として使用することが

可能になる。将来連結納税を適用する可能性

のある法人が連結納税適用前に行う企業買収

について，その手法によっては連結納税を適

用する際の繰越欠損金の取扱いに影響を及ぼ

す可能性があるため，連結納税の適用を検討

中の法人が行う組織再編取引については留意

が必要である。
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特集Ⅱ＝グループ法人税制で変化する　連結納税のメリット・デメリット／２

【設　例】

　Ｐ社は連結納税を適用している。今期

に買収によりＳ社（繰越欠損金あり）を

１００％子会社化することを予定している

が，Ｓ社の買収手法がＳ社の繰越欠損金

の取扱いに影響を与えることはあるか。

※S社個別所得金額を限度

P社

S社

＜株式取得＞

100%

Q社

現金

S社

S株

欠損金消滅

P社

S社

＜適格株式交換＞

100%

Q社

P株

S社

S株

欠損金持込
可能

欠損金 欠損金欠損金

�　子会社化の手法による繰越欠

損金への影響



�　株式移転後に連結納税を開始

する場合の繰越欠損金への影響

　株式移転による持株会社化によりグループ

運営を行う場合において，純粋持株会社とし

て主にグループ子会社の管理事業を行うよう

な持株会社にあっては子会社からの配当収入

が主な収益源であるケースが多く，そのよう

な持株会社は受取配当金益金不算入の規定に

より所得金額がマイナスになることが想定さ

れる。グループ法人税制の導入により完全子

法人株式について控除負債利子の計算がなく

なる結果，受取配当金益金不算入額はさらに

大きくなることが予想されるが，持株会社で

恒常的に所得金額がマイナスになる場合，連

結納税導入により持株会社の欠損金を連結納

税グループ全体で使用することが可能になる。

株式移転完全子法人の繰越欠損金の取扱いは

複雑であり改正も行われているため，十分に

その取扱いを確認した上で連結納税の適用を

検討する必要がある。

　株式移転後に連結納税を開始する場合にお

ける株式移転完全子法人の繰越欠損金の取扱

いは上図のとおりである。

　上図フローにより「特定連結欠損金」と区

分される欠損金額について税制改正前は連結

納税への持込みが認められず連結納税開始と
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【設　例】

　Ｐ社は株式移転により設立された法人

であり，持株会社としてグループ企業の

経営管理を行っている。

　Ｐ社の課税所得は毎期経常的にマイナ

スであり，繰越欠損金を自社で使用する

ことが見込まれないことから連結納税の

導入を検討している。

　Ｐ社が連結納税を適用した場合，Ｐ社

１００％子会社の繰越欠損金の取扱いはど

うなるか。

Yes

あり なし

していない している

＜株式移転完全子法人の繰越欠損金の取扱い（法法81の9②一，③一）＞

連結納税開始の日前５年以内に行われた株式移転に係る完全子法人であり，
かつ

株式移転後連結納税開始の日まで継続して連結親法人となる法人と完全支配関係がある

株式移転直前において株式移転完全子法人の発行済株式等の50%超を他の法人に支配される関係

連結親法人同等法人に該当し，
みなし連結欠損金となる　　　
（特定連結欠損金に該当しない）

株式移転完全親法人が発行済株式の全部を株式
移転の日から連結納税開始時まで継続して保有

特定連結
欠損金

特定連結
欠損金



ともに消滅していたが，税制改正に伴い特定

連結子法人としてその法人で生じる所得の範

囲において使用することが可能になっている。

　また，特定連結欠損金に該当しないみなし

連結欠損金に区分される欠損金額については，

税制改正前と同様に連結親法人同等法人の欠

損金として，連結親法人の連結納税開始前の

繰越欠損金とともに連結納税グループ全体で

使用することが可能である。

　その場合において，株式移転が適格株式移

転に該当しない場合には，株式移転日の属す

る事業年度前の事業年度に生じた繰越欠損金

については特定連結欠損金に該当することに

なることについても留意が必要である（法法

８１の９③一）。

　連結親法人が連結納税グループ外の法人を

吸収合併する場合，税制改正前においては合

併によりＰ社が被合併法人Ａ社から引継ぐ繰

越欠損金については，支配関係が合併事業年

度開始前５年内に発生していることに伴う繰

越欠損金の使用制限の規定や，特定株主等に

支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰

越の不適用の規定の適用がない限り，合併法

人Ｐ社が引き継いだ上で連結納税グループの

他の法人の所得と通算することができた。し

かし，税制改正により連結親法人が連結納税

グループ外の法人との合併により引き継ぐ繰

越欠損金は特定連結欠損金に該当するとされ

たことから，改正適用後に行われる合併にお

いてはＡ社の繰越欠損金を連結納税グループ

全体で使用することはできず，連結親法人Ｐ

社で生じる所得金額の範囲内でのみ使用でき

ることになる（法法８１の９③二）。

　本規定は税制改正前に比べ繰越欠損金の使

用に制限が生じるような改正となっているた

め当該規定の取扱いに留意する必要があると

思われる。

　なお，税制改正前と同様に，適格合併の日

を含む事業年度開始の日前５年以内に支配関

係が生じている法人間で行われた適格合併に

ついては，法人税法５７条３項の規定等により

連結親法人への繰越欠損金の引継ぎが制限さ

れる場合があるため，実行時には併せて留意

する必要がある。

（適用時期）

　本規定の取扱いは平成２２年４月１日以後に

開始する連結親法人事業年度のうち平成２２年

１０月１日以降に行う合併について適用される

ため（改正法附則２６⑥），合併を行うタイミ

ングにより被合併法人の繰越欠損金を連結納

税グループ全体で使用することが可能である
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　連結親法人が連結納税グループ外の法

人を吸収合併する場合，改正前と比べて

繰越欠損金の使用に制限が生じることに

なるため留意が必要である。

※P社個別所得金額を限度

P社

S社

連結納税グループ

100%

Q社

A社

P社

S社

連結納税グループ

100%

Q社

欠損金持込
可能

欠損金

欠損金

合
併

�　連結親法人が連結納税グルー

　プ外の法人との適格合併により

　繰越欠損金を引き継ぐ場合



か，連結親法人の所得に対してのみ使用可能

になるのか，その取扱いが異なることとなる

ため合併を検討している連結親法人は実行時

期についても留意が必要である。

（参考）　連結納税グループ外の法人に長期保

有子法人がある場合

　上記ケースにおいて仮にＡ社に１００％子会

社があり，それら子法人がＡ社により長期保

有されている子法人やＡ社により設立された

法人である等，特定連結子法人に該当する場

合には，これら子法人が有する欠損金額につ

いては特定連結欠損金として連結納税へ持ち

込むことが認められる（法法８１の９②）。

※　支配関係とは，一方が他方の発行済株式等

（自己株式を除く）の５０％超を保有する関係ま

たは同一の者に発行済株式等の５０％超を保有さ

れている法人相互の関係をいう（法法２十二の

七の五）。

　

　連結子法人Ｓ社が連結納税グループ外の法

人Ａ社との合併を行う場合，通常の合併であ

れば被合併法人の株主であるＱ社にＳ社株式

が交付されるため，Ｐ社とＳ社との間に連結

完全支配関係がなくなり，Ｓ社は連結納税グ

ループから離脱することになるが，連結子法

人Ｓ社が三角合併を行う場合には，合併に伴

いＱ社に対してＰ社株式が交付されるため，

Ｓ社は合併に伴い連結納税グループから離脱

することはなくそのまま連結納税が適用され

ることとなる。

　こういったケースにおいて，税制改正前の

取扱いにおいては被合併法人の繰越欠損金を

合併法人の連結欠損金として引き継ぐ旨の取

扱いがなかったことから，被合併法人の繰越

欠損金は合併法人へ引き継がれず連結納税へ

持ち込むことができないと解されていたが，

税制改正により新たにみなし連結欠損金に含

めることとされ（法法８１の９②二），当該欠

損金について連結納税へ持ち込むことが可能

になっている。

　なお，当該三角合併によりＳ社がＡ社から

引継ぐ欠損金については特定連結欠損金に該

当するものとされていることから（法法８１の

９③二）連結納税グループ全体で使用するこ

とはできずＳ社の特定連結欠損金としてＳ社

で生じる所得の範囲内で使用することとなる。

　また，適格三角合併の日を含む事業年度開

始の日前５年以内に支配関係が生じている法

人間で行われた適格三角合併については，法

人税法５７条３項の規定等により繰越欠損金の

引継ぎが制限される場合があるため，実行時

には併せて留意する必要がある。
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　連結子法人が三角合併を行った場合に

も被合併法人の繰越欠損金を引き継ぐこ

とが可能になった。

※S社個別所得金額を限度

P社

S社

連結納税グループ

100%

合併

Q社

P株

A社

P社

S社

連結納税グループ

100%

Q社

欠損金持込
可能

欠損金欠損金P社

�　連結子法人が連結納税グルー

プ外の法人との適格合併により

繰越欠損金を引き継ぐ場合



（適用時期）

　本取扱いは４�の「連結親法人が連結納税

グループ外の法人との合併により繰越欠損金

を引き継ぐ場合」と同様に，平成２２年４月１

日以後に開始する連結親法人事業年度のうち

平成２２年１０月１日以降に行う合併について適

用されることとなる（改正法附則２６⑥）。

　連結納税は法人税についてのみ適用される

制度であるため，地方税（事業税・住民税）

については適用されない。その結果，繰越欠

損金の取扱いについては法人税における取扱

いと地方税における取扱いとに差異が生じる

ことになる。

　連結納税開始・加入に伴い法人税の繰越欠

損金が切り捨てられる場合においても地方税

の繰越欠損金に切捨ては生じないため，地方

税独自の欠損金が生じることになる。した

がって，連結納税による申告を行う際には地

方税の繰越欠損金の取扱いについても十分注

意する必要がある。

　なお，連結納税開始時に切り捨てられるこ

ととなる法人税の繰越欠損金について，住民

税においては税制改正前よりその繰越欠損金

に対応する法人税相当を控除対象個別帰属調

整額として住民税の課税標準から控除できる

こととされているが，本年度の税制改正によ

り特定連結欠損金が設けられた結果，控除対

象個別帰属調整額には特定連結欠損金に対応

する法人税相当を含まないこととされている

（地法５３⑤）。

　連結子法人となる法人の連結納税開始前繰

越欠損金の持込制限が緩和されたことにより，

連結納税を選択する際のデメリットが一部解

消されている。グループ法人税制の導入もあ

り，今後連結納税を選択する企業グループは

増加していくものと思われるが，連結納税は

一度選択すると原則として取り止めることが

できない制度であるため，実際の導入検討に

あたってはそのメリット・デメリットを十分

に把握し，適用のタイミングについても併せ

て検討していくべきものと思われる。

　また，現在は連結納税を適用していない企

業が行う組織再編取引が，連結納税適用後に

影響を及ぼす場合もあるため，様々な観点か

ら連結納税の導入検討は進めていく必要があ

る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（了）
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最　後　に

５　地方税の取扱い
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